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議
院
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穂
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ワ
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マ
ン
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に
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
の
維
持
管
理
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

国
土
交
通
省
が
平
成
二
十
九
年
に
実
施
し
た
「
マ
ン
シ
ョ
ン
大
規
模
修
繕
工
事
に
関
す
る
実
態
調
査
」
に
よ
る
と
、
マ
ン

シ
ョ
ン
の
大
規
模
修
繕
工
事
に
お
け
る
一
戸
当
た
り
の
工
事
金
額
（
消
費
税
相
当
額
等
を
除
く
直
接
工
事
費
に
限
る
。
）
は
、

二
十
階
建
て
以
上
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
約
百
三
万
円
、
三
階
建
て
以
下
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
約
百
十
四
万
円
、

四
階
建
て
以
上
五
階
建
て
以
下
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
約
八
十
七
万
円
、
六
階
建
て
以
上
十
階
建
て
以
下
の
マ
ン
シ
ョ

ン
に
お
い
て
は
約
九
十
九
万
円
、
十
一
階
建
て
以
上
十
九
階
建
て
以
下
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
約
九
十
四
万
円
と
な
っ

て
い
る
。 

一
の
２
に
つ
い
て 

 
 

マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
修
繕
工
事
費
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
今
後
も
継
続
的
に
調
査
を
行
い
、
実
態
把
握
に
努

め
て
ま
い
り
た
い
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
積
立
金
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
と

し
て
は
、
引
き
続
き
、
当
該
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
周
知
徹
底
に
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
見
直
し
を
検
討
し
て

ま
い
り
た
い
。 



 

２ 

 

二
の
１
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
積
立
金
が
不
足
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
長
期
的
か
つ
計
画
的
に
積
み
立
て
ら
れ

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
、
平
成
二
十
年
六
月
に
「
長
期
修
繕
計
画
作

成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
以
下
「
長
期
修
繕
計
画
作
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
を
、
平
成
二
十
三
年
四
月
に
一
の
２
に

つ
い
て
で
述
べ
た
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
積
立
金
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
策
定
し
、
公
表
し
て
お
り
、

引
き
続
き
、
こ
れ
ら
の
周
知
徹
底
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

二
の
２
に
つ
い
て 

 
 

長
期
修
繕
計
画
作
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
「
長
期
修
繕
計
画
の
作
成
者
（
分
譲
事
業
者
及
び
管
理
組
合
）
は
、
本
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
参
考
と
し
て
、
長
期
修
繕
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
修
繕
積
立
金
の
額
の
設
定
を
行
い
ま
す
」
、

「
修
繕
積
立
金
の
積
立
て
は
、
長
期
修
繕
計
画
の
作
成
時
点
に
お
い
て
、
計
画
期
間
に
積
み
立
て
る
修
繕
積
立
金
の
額
を
均

等
に
す
る
積
立
方
式
・
・
・
を
基
本
と
し
ま
す
」
、
「
分
譲
事
業
者
は
購
入
予
定
者
に
対
し
て
・
・
・
修
繕
積
立
金
の
積
立

方
法
に
つ
い
て
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
」
等
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
分
譲
事

業
者
を
含
め
、
長
期
修
繕
計
画
作
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
周
知
徹
底
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 



 

３ 

 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
成
果
指
標
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
実
績
等
を
勘
案
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
長
期
修
繕
計
画
に
基
づ
き
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
積
立
金
が
計
画
的
に
積
み
立
て
ら
れ
て
い
く

よ
う
、
引
き
続
き
、
長
期
修
繕
計
画
作
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
周
知
徹
底
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
「
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
」
な
ど
様
々
な
マ
ン
シ
ョ
ン
を
念
頭
に
置

き
な
が
ら
、
管
理
組
合
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
規
約
の
制
定
又
は
変
更
の
際
の
参
考
と
な
る
マ
ン
シ
ョ
ン
標
準
管
理
規

約
や
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
と
し
て
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
等
の
外
部
専
門
家
を
活
用
す
る
際
の
留
意
事
項
等
を
示
す
「
外

部
専
門
家
の
活
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
策
定
等
を
通
じ
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
係
る
合
意
形
成
の
円
滑
化
を
図
っ
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
こ
れ
ら
の
周
知
徹
底
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
既
存
の
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
」
の
「
維
持
管
理
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
御
指
摘
の

「
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
含
め
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
係
る
各
種



 

４ 

 

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
周
知
徹
底
及
び
こ
れ
ら
の
必
要
に
応
じ
た
見
直
し
に
努
め
る
な
ど
、
必
要
な
施
策
を
講
じ
て
ま
い
り
た

い
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
新
規
の
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
」
の
「
建
築
」
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
規
制
緩
和
路
線
」
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
都
市
計
画
法
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年

法
律
第
七
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
内
容
等
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
適
切
に
判
断
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
考
え
て
い
る
。 


